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１ はじめに 

（１）個別施設計画の必要性・目的 

岩手県では、これまで社会情勢や県民ニーズに対応するため、多くの公共

施設等を建設してきたところですが、現在、これら公共施設等の老朽化が進

んでおり、今後、大量に大規模修繕・更新の時期を迎え、多額の経費が必要

となることが見込まれています。 

人口減少や少子高齢化など社会情勢や県民ニーズの変化、これに伴う税収

の減少、社会保障費関係費等の増加などにより、厳しい財政状況が見込まれ

ています。 

こうした状況を踏まえ、公共施設等の全体状況を把握し、計画的な更新や

長寿命化、施設配置の最適化により、財政負担の軽減、標準化を図るなど長

期的な視点に立った公共施設マネジメントを策定するため、県では平成28年

３月に「岩手県公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）を

策定しました。 

岩手県復興防災部公共施設個別施設計画は、総合管理計画に基づく、長期

的な視点に立った公共施設等マネジメントの取組を推進するための具体的な

計画として復興防災部の施設について策定するものです。 

この計画では、施設の建物性能及び利用状況等の定量的な情報による一次

評価を経て、サービスの重要性などの定性的な情報による二次評価の結果に

基づき個別施設の保有の見直しや長寿命化工事の実施時期を定めるものです。 

なお、これらの評価結果をもって直ちに当該施設の取扱いを定めるもので

はなく、施設をめぐる社会情勢及び本県の財政状況を踏まえ、総合管理計画

の趣旨を踏まえて実行していくものです。 

  

■本県における個別施設計画の位置付け■ 

 

インフラ長寿命化基本計画（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 H25.11） 

行動 

計画 

国省庁 

自治体 

各省庁インフラ長寿命化行動計画 

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（H26.4） 

岩手県公共施設等総合管理計画（本県の行動計画 H28.3） 

公共施設 

インフラ施設 

公営企業施設 

庁舎等、県営住宅、学校施設など 

道路、河川管理施設、下水道など 

県立病院等事業施設、電気事業施設など 

個別施設計画 

（H32までに策定） 

 

 

（２）対象施設 

復興防災部が所管する以下に掲げる延床面積 100 ㎡以上の公共施設（防災

航空センター、消防学校、総合防災センター）を対象とします。 

 

３施設 11 棟 

建築面積 4,249.55 ㎡ 延床面積 7,381.83 ㎡ 

詳細は各施設個票のとおり。 

 

（R2までに策定） 
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（３）計画期間 

計画期間は令和２年度から令和32年度までとし、施設ごとの具体的な対策

は、令和２年度～令和６年度の５年間とします。 

また、計画の進捗状況を勘案し概ね５年を目安に計画を更新することとし

ます。これにかかわらず見直しが必要な場合は適宜更新を行うこととします。 

 

 

２ 基本的な取組方針 

（１）基本的な取組事項 

建築基準法など法令に基づく定期点検の実施等により、施設利用者等の安

全・安心の確保に努めます。 

今後は、老朽化に伴う維持管理や修繕、更新等に要する経費の増大が懸念

されることから、引き続き総合管理計画の方針に基づく定期的な点検に取り

組むとともに、計画的な維持管理・長寿命化を推進します。 

このほか、施設利用状況や需要の変化等を見据えた施設総量の適正化を図

ります。 

    

（２）重点的な取組事項 

① 施設保有の最適化に向けた取組 

社会情勢の変化に対応し、施設の機能の統合や廃止について検討する 

など、情勢の変化に合わせた施設保有の最適化に向けて取り組みます。 

また、施設保有の最適化の検討に当たっては、計画的な公共施設マネジ

メントに取り組む市町村や類似サービスを提供する民間事業者との役割分

担や連携についても検討します。 

 

② 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

建物性能・劣化度など老朽化の状況や利用状況などを総合的に勘案し   

つつ、計画的に長寿命化を実施します。 

計画的な維持管理と長寿命化の推進により、公共施設の維持管理や修繕、

更新等に係る中長期的なコストの縮減・財政負担の平準化に取り組みます。 

 

③ 環境負荷低減とユニバーサルデザイン化への取組 

施設の改修や更新に当たっては、再生可能エネルギー導入の検討や環境

に配慮した材料選定、施設の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制、照明

器具のＬＥＤ化など環境負荷の低減に取り組むとともに、すべての人が安

全で快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインに対応した施設の改

修・更新に取り組みます。 

 

④ 施設利用者等の安全・安心の確保に向けた取組 

計画的な耐震化の推進や定期・日常的な点検・診断結果を受けた適時適

切な修繕により、公共施設に求められる機能を維持・強化し、県民、施設

利用者等の安全・安心の確保に取り組みます。 
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３ 対象施設の長寿命化対策やその他利活用に向けた優先順位の考え方 

（１）優先度評価（１次評価） 

施設の利用状況や必要性を勘案しながら、建物性能と利用状況の２軸評価

により、長寿命化等の対策を行う施設と転用・複合化、用途廃止など新たな

利活用に向けて検討する施設とに分類します。 

 

【施設の分類分けの概念図】 

             建物性能(高) 

 

 

 

 

 

 

利用状況(低) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用状況(高) 
 ３転用・複合化 １維持管理  

  ４用途廃止 ２修繕・改修   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 建物性能の評価 

建物性能の評価については、岩手県公共施設点検マニュアルに定める「（様式）日

常点検チェックシート」による「簡易劣化度診断の結果」と「建築年代（経過年数）」

を組み合わせて、その高低を評価します。    

 ＜日常点検チェックシートによる「簡易劣化度診断結果」の分類＞ 

建物性能 簡易劣化度診断の結果 

高 Ａ判定 概ね良好 

中 Ｂ判定 経過観察（当面対応不要） 

低 Ｃ判定 要調査（専門業者による調査が必要） 

  

 ＜建築年代（経過年数）による分類＞ 

建物性能 区分 考え方 

高（新） 
※耐震改

修済み建

物含 

Ａ類 

1981（Ｓ56）年～ 

建築基準法の新耐震基準（昭和 56 年６月施行） 

新基準施行後に建築確認を受けた施設（棟）及び耐

震改修済の施設（棟）については、長期的な使用に耐

えうるものとして「建物性能が高い」と評価。 

中 Ｂ類 

1966（Ｓ41）年～ 

（築 50 年経過） 

減価償却資産の耐用年数（経済的な価値による耐用年

数） 

建物の経済的価値に着目し、ＲＣ造事務所用途の法

定耐用年数 50 年を基本に、超過しているものは全般的

に老朽化・設備面においても陳腐化しているものとし

て「建物性能の高低」を評価。 

低（旧） Ｃ類 

1965 年（Ｓ40）年以前 

（築 51 年以上経過） 

 

建物性能は高く、施設の大きな改修

は不要。利用状況も好調。 

⇒計画的な維持管理により、当該施

設(棟)での行政サービスを維持 

建物性能は低く、施設の大きな改修

が必要だが、利用状況は好調。 

⇒計画的な大規模改修等により長寿

命化を図り、当該施設 (棟)での行政

サービスを維持 

建物性能は高く、施設の大きな改修は不

要だが、利用状況が低調 

⇒転用・複合化などの利活用を検討 

⇒活用が見込めない場合は用途廃止（売

却、譲渡等）も検討 

建物性能は低く、施設の大きな改修が必

要だが、利用状況は低調。 

⇒用途廃止（売却、譲渡等）を検討 

⇒更に２次評価の結果も踏まえ、維持す

る必要がある場合は、修繕改修も検討 
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＜建物性能総合評価（簡易劣化度診断結果と建築年代のマトリクス評価）＞ 

 新                       

旧 

Ａ類 Ｂ類 Ｃ類 

低 

 

 

 

 

 

 

 

高 

Ａ

判

定 

建物性能 高 

 

建物性能  高

－ 

 

建物性能 中 

 

Ｂ

判

定 

建物性能 高

－ 

 

建物性能 中 

 

建物性能 低＋ 

 

Ｃ

判

定 

建物性能 中 

 

建物性能 低

＋ 

 

建物性能 低 

 

 

 

（２）優先度評価（２次評価） 

建物性能と施設サービスの重要性・今後の見通しによる評価を組み合わ

せて、対象経費の平準化を図るための優先順位づけの指標とします。 

 

＜建物性能と施設サービスの重要性・今後の見通しを組み合わせた優先順位づけ＞ 
 

  施設サービスの重要性・今後の見通し（４段階評価）  

(高)                   (低) 

  I  Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

 

   

 

（低） 優先度１ 優先度２ 優先度３ 優先度４ 

（中） 優先度２ 優先度３ 優先度４ 優先度５ 

（高） 優先度３ 優先度４ 優先度５ 優先度６ 

 

 

４ 対象施設の現状把握 

＜所管施設の概況及び老朽化等の状況＞ 

１（２）記載の対象施設について、岩手県公共施設個別施設計画策定指針（平

成29年３月。以下「指針」という。）に基づき、対象施設の建物、電気・機械設

備等の概要や定期点検の実施状況等及び、施設の利用者数や施設特性等の施設

利用情報等について確認し検討を行います。 

また、所管施設における老朽化等の状況は、劣化度調査等の実施状況や定期

点検の実施、修繕工事の実施履歴等により確認し検討を行います。 

 

 

 

 

建築年代（経過年数） 

劣
化
度 

れ
っ
か 

 

建 
物 
性 
能 
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３施設 11 棟 

建築面積 4,249.55 ㎡ 延床面積 7,381.83 ㎡ 

   

■復興防災部所管施設の経過年数別延床面積の割合

10年未満

㎡
0%

10-20年

㎡

0%
20-30年

1,912㎡

26%

30-40年

1,097㎡

15%

40-50年

4,373㎡
59%

50年以上

㎡
0%

令和２年度

現在

 

■　復興防災部保有の公共施設
施設数
（棟数） 1棟あたり

庁舎等 県庁舎、警察署、試験研究機関等 11棟 7,382㎡ 671㎡
県民利用施設 体育館、博物館、ホール等 0棟 ㎡ ㎡
県営住宅 住宅、集会所等 0棟 ㎡
学校施設 校舎、実習棟等 0棟 ㎡
合計 11棟 7,382㎡ 671㎡
延床面積100㎡未満の施設除く。（100㎡未満の職員公舎は計上）

施設類型（用途）
延床面積

 

■復興防災部所管公共施設　延床面積別の施設数割合

庁舎等
県民利用
施設

県営住宅 学校施設 計
現在述べ
面積（m2）

0 100 100㎡未満 0棟 0棟 0棟 0棟 0棟 0
100 500 100-500㎡ 5棟 0棟 0棟 0棟 5棟 1,351
500 1,000 500-1,000㎡ 3棟 0棟 0棟 0棟 3棟 2,118

1,000 99,999 1,000㎡以上 3棟 0棟 0棟 0棟 3棟 3,912
計 11棟 0棟 0棟 0棟 11棟 7,382

0%

0%

0%

0%

45%

0%

0%

0%

27%

0%

0%

0%

27%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

庁舎等

県民利用施設

県営住宅

学校施設

100㎡未満 100-500㎡ 500-1,000㎡ 1,000㎡以上

100㎡未

満
0棟
0%

100-500

㎡
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３施設 11 棟（令和２年４月１日現在） 7,381.83 ㎡ 

№ 施設名 
経過年数 

/耐用年数 

職員数等 簡易劣化度

診断結果 

優先度評価 

(１次評価) 

優先度評価

(２次評価) 

総合判定 

1 1 岩手県 

防災航空センター           
23/38 20 Ａ １維持管理 Ⅰ 

維持管理 

優先度３ 

 
2 

2 総合防災センター              
34/50 R1 

来館者 

8,825 人 

Ａ ２修繕改修 Ｉ 
修繕・改修 

優先度３ 

3 総合防災センター 

備蓄倉庫              
34/31 Ａ １維持管理 Ⅱ 

維持管理

優先度４ 

3 4 消防学校 

 校舎本館                  
46/50 

 

職員 

11 人  

 

R1 

受講者 

508 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ ２修繕改修 Ｉ 
修繕・改修 

優先度３ 

5 消防学校 

体育舘（屋内訓練所） 
45/34 Ａ ２修繕改修 Ｉ 

修繕・改修 

優先度３ 

6 消防学校 

 寄宿舎                   
46/47 Ａ ２修繕改修 Ｉ 

修繕・改修 

優先度３ 

7 消防学校 

 車庫                 
46/31 Ａ ２修繕改修 Ｉ 

修繕・改修 

優先度３ 

8 消防学校 

教材車輌格納庫                 
40/31 Ａ ２修繕改修 Ｉ 

修繕・改修 

優先度３ 

9 消防学校 

救急訓練棟 

（接続廊下含）                    

27/50 Ａ ２修繕改修 Ｉ 
修繕・改修 

優先度３ 

10 消防学校 

主訓練塔                 
22/38 Ａ ２修繕改修 Ｉ 

修繕・改修 

優先度３ 

11 消防学校 

補助訓練塔                 
23/38 Ａ ２修繕改修 Ｉ 

修繕・改修 

優先度３ 

 

５ 施設保有の最適化に向けた取組 

（１）社会経済情勢等の変化への対応  

社会情勢等の変化に対応し県施策を遂行していく上で重要な施設であり、

当面、現有施設のうち必要な施設は、行政機能が発揮できるよう施設を維持

していきます。 

   

（２）公共施設の有効活用 

   余剰スペースについては、県の行政サービスとの関係性や必要性を勘案し

た上で貸し付けするほか、ポスター等広告事業や自動販売機設置などによる

収入確保に向けた取組を実施していきます。 

 

（３）対象施設の方向性 

ア 防災航空センター 

地上での救助、救急、空中消火等消防活動が困難な状況下で航空消防活 

動を行う拠点として代替できない施設であり、施設サービスの重要性は 

高く、必要な修繕・改修を行い施設の長寿命化を図りながら維持管理し 

ていきます。 
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イ 総合防災センター（附属建物含む。） 

県民への防災知識・技術の普及及び防災意識を高める施設であり、施設 

サービスの重要性は高く、必要な修繕・改修を行い施設の長寿命化を図り 

ながら維持管理していきます。 

 

ウ 消防学校（附属建物含む。） 

消防組織法に基づく消防職員及び消防団員の教育訓練を行う教育訓練施 

設であり重要性は高く、必要な修繕・改修を行い施設の長寿命化を図りな 

がら維持管理していきます。 

 

 

６ 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

（１）長寿命化対策の概要 

   対象施設の老朽化の状況や利用状況、長寿命化対策によるコスト縮減効果

などを総合的に勘案し、施設特性や老朽化の状況に応じた適切な時期での対

策を講じるよう努めます。 

   具体には、日常点検による維持修繕を必要最小限の対応を行いながら、支

障が生じない範囲で改修（大規模含む）や更新時期を後年に延伸します。 

これにより、改修（大規模含む）や更新の時期の周期サイクルを延長する

とともに、経費の平準化を図ります。 

 

 ① 修繕（更新） 

部位・部材の耐用年数を考慮して定期的に実施するとともに、発注にあ

たっては、仮設コストの縮減や工期の短縮等のため、工事の一括発注につ

いても考慮します。 

   【目標修繕（更新）周期】 

竣工後２０年 竣工後４０年 竣工後６０年 

屋上防水・外壁塗装 

空調熱源 

ポンプ類 

躯体以外の建築全般 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 

屋上防水 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 

   

② 大規模修繕（リノベーション） 

    社会経済情勢の変化等により高度化する要求性能に対応させる必要が

ある場合は、適切な時期を設定し効率的な実施に努めます。 

      

（２）施設の目標使用年数 

   施設構造ごとの法定耐用年数を最低限の目標使用年数として、利用状況に

応じた計画的な長寿命化対策を実施することで、できるだけ使用年数を延ば

しながら施設を取り巻く状況に応じて柔軟に対応します。 
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７ 施設利用者等の安全・安心の確保に向けた取組 

県民・利用者の安全確保を最重要事項とし、「岩手県公共施設点検マニュアル」

に基づく点検を実施し、危険性の有無を適切に把握するとともに、その他法定

点検等により高度の危険性が認められた場合は、速やかに安全確保のための措

置を行います。 

老朽化等により用途廃止され、かつ今後も利用見込みのない施設は、危険性

が生じることがないよう適切に処分・除却を進めていきます。 

 

 

８ 長寿命化等対策の内容と実施時期 

（１）計画期間中における対策の方向性  

   各施設個票のとおり。 

 

（２）計画期間中における対策の内容と実施時期 

   各施設個票のとおり。 

 

（３）実施期間中の概算経費 

  ア 令和２年度から令和６年度（具体の対策が計画されている期間） 

      ８８百万円 

充当財源見込   一般財源   

                     

  イ 令和２年度から令和 32 年度 

                   １，０００百万円 

充当財源見込   一般財源 

     


